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6 月２２日（土）に田植えを行いました。天候にも恵

まれて、楽しく行うことができました。当日は、宇都宮Ｐ

ＴＡ会長様をはじめ、阪本様、内村様を迎えて、田植えの

ご指導をしていただきました。また、この日までに、水の

調整や代掻き、苗のお世話など吉岡様をはじめたくさん

の方々にお世話になりました。坂梨様からは、田植えだ

ごの差し入れがあり、みんなでおいしくいただきました。 

 

また、田植えの後には、水防避難訓練を行いまし

た。大雨で白川や井手が氾濫するかもしれないとい

う想定をし、大雨警報に引き続き土砂災害警戒情報

が出たというもとで、保護者の引き渡しを迅速に行

う訓練をしました。子どもたちは、すばやく体育館

に集合し、迎えに来られた保護者へ全員、無事に引

き渡すことができました。実際に起きた場合、いろ

んな状況が考えられます。臨機応変に、命を守るこ

とを第一に対応していきます。 

６月２４日（月）に、校内童話発表会を行いました。１年： 

上村よつ葉さん、２年：馬場賢真さん、３年：西村春陸さ

ん、４年：小西啓太さん、５年：錦戸瑠希さん、６年：廣瀬

夢乃さんの６名が代表で発表しました。 

全員、選んだ童話を全部覚えて、しっかりと発表できま

した。大変すばらしい発表でした。発表後には、聴いていた

お友達から、「長い文章なのに、全部おぼえていてすごいと

思いました。」とか「とても良かったです。」などの感想が出

されました。みんなよく頑張りました。 

 

 

大津町立大津東小学校 
校長 武藤 将司 



（大津町広報誌６月号から抜粋） 

大津町広報の６月号（２０１９年）に、大津東小学校に小規模特認校制度が認められた

ことが掲載されていました。いよいよ、特認校制度のスタートです。これまで、何回も討

議が重ねられ、最終的に大津町議会で承認されました。東校区協議会及び大津東小学校Ｐ

ＴＡが一緒になって子どもたちの気持ちや保護者、地域住民の皆様の意見をまとめられて

きた数年間の努力が実りました。説明会には合計３０名ほど参加されていました。 

 

親の子どもへの体罰を禁止するとともに、児童相談所の体制強化を盛り

込んだ改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が成立しました。 

 悲しいことですが、親が子どもを虐待し、子どもが尊い命をなくしてしまうという事件

が起きています。これを受けて、国会でも審議され、親の体罰禁止法が成立しました。 

子どもの権利条約というものがあります。これを日本が批准して３０年を迎えます。 

（１９９０年９月２１日批准）たとえば、第 19条 （虐待などからの保護）には、「親（保

護者）が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、不

当な扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。」

とあります。当たり前のことですが、それができていない状況を防いでいく必要がありま

す。体罰（暴力・暴言）のない社会を、私たちはつくっていきましょう。 


